
豊明市部活動地域展開運営業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 この要領は、豊明市における部活動地域展開の運営業務を委託する事業者を選定する

にあたり、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により企画提案

を募集し、最も適切な事業者を総合的に審査し、決定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

 （１） 業務名 

    豊明市部活動地域展開運営業務 

 （２） 業務の目的 

    豊明市部活動地域展開運営業務は、生涯にわたって、地域でスポーツ・文化活 

動を楽しむことができる持続可能な地域クラブであること及び平日の部活動 

を補完することを目的として実施するものである。これらの目的を十分理解し 

た上で本業務を受託するものとする。 

 （３） 業務内容 

    別紙「豊明市部活動地域展開運営業務委託仕様書」のとおり 

 （４） 履行期間 

    令和８年４月１日から令和１０年９月３０日まで 

 （５） 委託料上限額 

    １４５，３３３，６４１円（消費税相当額を含む） 

 （６） 年度ごとの支払い上限額 

    令和８年度  ４６，１７９，４２６円 

    令和９年度  ６５，５９６，９２０円 

    令和１０年度 ３３，５５７，２９５円 

 

３ 参加資格 

 本プロポーザルに参加する者は、以下の要件を全て満たすこと。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号 

に該当する者でないこと。 

（２） 租税に滞納がないこと 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが 

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手 

続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、 

民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこ 

と、その他経営状態が著しく不健全である者でないこと。 



 （４） 豊明市指名停止取扱要領（平成１２年１１月１３日決裁）に基づく指名停止 

を受けていない者であること。 

 （５） 豊明市暴力団排除条例（平成２４年豊明市条例第２４号）に規定する暴力団、 

暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこ 

と。 

 （６） その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

４ スケジュール 

項目 日程 

実施要領配布 2025 年 12 月 25 日（木）から 2026 年 1月 28 日（水）まで 

質問受付 2026 年 1月 15 日（木）午後 5 時まで 

質問回答 2026 年 1月 21 日（水）予定 

応募関係書類の提出 2026 年 1月 28 日（水）午後 5 時まで 

参加資格結果及び 

プレゼンテーション

の通知 ※Ｅメール 

2026 年 2月 12 日（木） 

審査会の開催 2026 年 2月 26 日（木） 

審査結果の公表 2026 年 3月上旬 

契約締結 2026 年 3月上旬 

 

５ 実施要領等の配布 

 （１） 配布期間 2025 年 12 月 25（木）から 2026 年 1 月 28 日（水）まで 

 （２） 配布方法 市ホームページ又は生涯学習課窓口にて直接配布 

 

６ 実施要領等に関する質問受付及び回答 

 本プロポーザルの内容について質問のある者は、質問書（様式３）により提出するこ

と。 

 （１） 受付期限 2026 年 1 月 15 日（木）午後５時まで（必着） 

（２） 提出方法 電子メール（shogaku@city.toyokae.lg.jp） 

（３） 回答日 2026 年 1 月 21 日（水）予定 

（４） 回答方法 電子メールで個別に回答するとともに、すべての質問内容及びそ 

れに対する回答を豊明市ホームページに掲載する。ただし、質問者に関する情 

報は非公開とする。 

 

７ 応募関係書類の提出について 

 プロポーザルの参加者は、本実施要領及び仕様書を理解した上で、次の資料を提出す
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ること。 

 （１） 提出書類 

  ① 企画提案参加申込書（様式１） 1 部 

  ② 企画提案書（様式２）  正本１部 副本１０部 

  ③ 業務見積書（詳細は本項第５号のとおり） 正本１部 副本１０部 

  ④ 登記簿謄本（現在事項証明書、３か月以内に発行されたもの、写し可） １部 

  ⑤ 法人市民税及び国税完納証明書（写し可） 各１部 

  ⑥ 財務諸表（直近の３決算期の賃借対照表、損益計算書） １部 

  ⑦ 会社（法人）概要（任意様式） １０部 

 （２） 提出期間 

    2025 年 12 月 25 日（木）から 2026 年 1 月 28 日（水）午後５時まで 

（郵送の場合は必着） 

 （３） 提出方法 

    持参又は郵送（簡易書留に限る）とする。（郵送の場合は必着） 

 （４） 提出場所 

    豊明市教育部生涯学習課（〒470-1195 豊明市新田町子持松 1番地 1） 

 （５） 見積書の記載内容 

  ① 見積書は、Ａ４版の任意様式とし、本事業に要するすべての費用について算出

すること（単価、人員、人日等積算の内訳が分かるよう詳細を記載する。） 

  ② 見積書に記載した経費の内訳について、積算根拠が分かるよう記載すること。 

  ③ 見積書の正本には、住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記載し押印するこ

と。 

  ④ 参加者から徴収する参加費（１，０００円／月・人）は、受託者の収入に充て

ることができるため、当該収入見込を差し引いた金額となっていること。 

 

８ 企画提案書等作成要領 

 プロポーザルの参加者は、仕様書に基づいた企画提案書を作成すること。 

 なお、企画提案書には、次のⅠ～Ⅸまでのことをわかりやすく簡潔に記載すること。 

Ⅰ 部活動指導員の効果的、効率的な活用方法 

 ・部活動指導員に対する考え（方針、理念等） 

 ・部活動指導員の効果的、効率的な活用についての提案 

 ・部活動指導員として適切な人材（必要な資質・能力等）についての考え 

Ⅱ 部活動指導員の採用・育成について 

 ・部活動指導員の採用方法について 

 ・部活動指導員の採用基準について 

 ・部活動指導員の保有人数について 



 ・在籍している部活動指導員に関する資格の保有について 

 ・部活動の技術的指導に対する考え 

 ・部活動の指導に関連した生活指導に対する考え 

Ⅲ 部活動指導員の研修について 

 ・研修体制、内容について 

 ・インクルーシブな部活動運営に関する研修の在り方について 

 ・暴力的行為、セクハラ及びいじめ問題を根絶するための研修の在り方について 

Ⅳ 業務の実施体制 

 ・部活動の地域展開についての考え方 

 ・教育委員会事務局、学校等との連携体制について 

 ・法令遵守のための取組み（方針、体制等）について 

 ・部活動中の生徒とのコミュニケーションの図り方について（取組方法、考え方等） 

 ・部活動指導の効果検証について 

 ・教員及び保護者との連携体制について 

 ・運動部での指導において特に配慮する点について 

 ・文化部での指導において特に配慮する点について 

Ⅴ 部活動指導員の管理体制について 

 ・部活動指導員の服務管理について（服務状況の把握方法等） 

 ・部活動指導員の雇用形態、賃金の管理について 

 ・部活動指導員への感染症対策について（具体的な取組、保険等の加入等） 

 ・部活動指導員の勤務評価及び評価後の指導体制について 

 ・部活動指導員との連絡体制について 

Ⅵ 緊急時対応及び危機管理について 

 ・部活動当日、急に部活動指導員が遅刻又は欠勤となった場合の対応 

 ・部活動指導員の急な欠員がでた場合の対応 

 ・生徒、教員又は保護者との間にトラブルが発生した場合の対応 

 ・業務中に部活動指導員が関係する事故が発生した場合の対応 

 ・大会引率時での緊急事態への対応 

Ⅶ 部活動地域展開業務に関する、持続可能な仕組みづくりについての考え方 

Ⅷ 個人情報保護のための取組みについて（方針、規約の設定等） 

Ⅸ 会社ＰＲ 

 

９ 審査 

 （１） 審査方法 

    参加申込を行った事業者のうち、参加資格要件を満たすと認められた事業者に 

ついて「豊明市部活動地域展開運営業務公募型プロポーザル審査委員会（以下 



「審査会」という。）」において審査する。なお、参加資格結果通知は、応募し 

たすべての者に通知する。 

 （２） プレゼンテーション 

  ① 日時等 

２０２６年２月２６日（木）に豊明市役所にて審査会に対し、「７ 応募関係書類 

の提出について （１） 提出書類」に示した「企画提案書（様式２）及び業務 

見積書」に沿って説明すること。併せて質疑応答も行う。プレゼンテーションの 

時間及び場所の詳細については、２０２６年２月１２日（木）の参加資格結果通 

知と併せて通知する。 

  ② 説明要領 

   （ア） 参加できる人数は、３名以内とする。 

   （イ） １者あたりの時間は以下のとおりとする。なお、参加申込者数により時 

間を変更する場合がある。 

    ・プレゼンテーション：３０分以内 

    ・質疑応答：２０分程度 

   （ウ） 説明に際して、プロジェクター等の機器を用いることができる。なお、 

市で用意する機材は、スクリーン及びプロジェクターとする。その他パソ 

コン等の必要な機器については、参加者で当日用意すること。 

 （３） 契約候補者の決定方法 

    各審査委員の評価点合計得点が最も高い事業者を、第１位の契約候補者として 

選定し、次に得点が高かった者を第２位の契約候補者として選定する。なお、 

第１位の契約候補者と協議が成立しないとき又は協議において提案の実現可 

能性が低いと判断した場合は、第２位の契約候補者と協議を行う。合計得点の 

最も高い事業者が２者以上いるときは、企画提案の評価点が高い事業者を上位 

とする。 

 （４） 提案者が１者のみの場合の取り扱い 

    提案者が１社のみの場合であっても審査を実施する。その場合、各審査委員の 

評価点合計得点が配点合計の６割以上となった場合に限り、契約候補者として 

選定する。 

 （５） 審査結果の通知及び公表 

    結果に関わらず、企画提案書に記入された連絡先に通知するほか、契約候補者 

決定については市のホームページにて公開する。なお、審査結果に関する異議 

申し立ては受け付けないものとする。 

 

１０ 審査会参加に際しての留意事項 

 （１） 失格又は無効 



    次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

  ・実施要領に定める資格、要件が備わっていない場合 

  ・期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

  ・提出した書類に虚偽の内容を掲載した場合 

  ・審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  ・審査会の委員や関係者に対して、個別に働きかけをした場合 

  ・他の参加申込者と提案の内容とその意思について相談を行った場合 

  ・候補者選定終了までの間に、他の参加申込者に対して提案の内容を意図的に開示 

した場合 

  ・その他不正な行為等があった場合 

 （２） 辞退 

    参加申込み後に辞退する場合は、下記により届け出ること。 

     提出書類：辞退届（任意様式） 

     提出場所：豊明市教育部生涯学習課 

（〒470-1195 豊明市新田町子持松 1 番地 1） 

 （３） 著作権・特許権等 

    提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その 

他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業 

手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に関する責任は、すべて参加申 

込者が負うものとする。 

 （４） 複数提案の禁止 

    複数の企画提案書の提出はできない。 

 （５） 提出書類の変更の禁止 

    提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。（市が補正等 

を求める場合を除く。） 

 （６） 提出書類の返却等 

    提出されたすべての書類については、返却しない。なお、応募書類は本プロポ 

ーザルに係る事業者選定の審査目的にのみ使用し、他の目的には使用しない。 

 （７） 費用負担 

    提出書類の作成、提出、審査会参加に要する経費等は、すべて参加申込者の負 

担とする。 

 （８） 申請書類は、豊明市情報公開条例（平成１３年豊明市条例第２９号）の対象 

となり、原則公開とする。ただし、公開範囲については、参加申込者の意見 

を踏まえ決定する。 

 

 



 （９） その他 

    ・参加申込者は、参加申込書の提出をもって、実施要領に記載の内容に同意し 

たものとする。 

    ・提出書類について、市より問い合わせを行う場合がある。 

 

１１ 契約に関する基本事項 

  契約候補者に選定された者と市が協議し、事業実施に係る仕様を確定させた上で契 

約を締結する。契約に当たっては、仕様書で示した業務内容を遵守するとともに、 

提案された内容を基本とする。 

 

１２ その他 

  この要領に定めのない事項については、必要に応じて参加希望者と市が協議して定 

めるものとする。 

 

１３ 問い合わせ先 

  豊明市教育部生涯学習課 赤坂、荒川 

   住所：〒470-1195 愛知県豊明市新田町子持松１番地１ 

   電話：0562-92-8317 

   メール：shogaku@city.toyoake.lg.jp 
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